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２０２４年度事業計画書（案）  
 

自 ２０２４年 ４月 １日 

至 ２０２５年 ３月３１日 

 

Ⅰ  概  況  と  基  本  方  針  

 

１．2023年度、国内では5月に新型コロナウィルス感染症が5類に移行され、コロナ禍で中止

となっていたイベントなどが再開されるようになった。一方で線状降水帯による大雨や史

上最高の暑さとなった夏、元日の能登半島地震、そして前年から続く物価高で国民生活は

厳しい状況であった。海外では2年目に入ったロシアのウクライナ侵攻に加え、10月にはガ

ザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスが戦争状態になり、多くの市民が犠牲になるな

ど、国内外の社会・経済ともに非常に厳しい環境が続いた。 

2024年度も国内においては、物流問題への対応に加え、能登半島地震被災地の復興問題

などの諸問題が予想され、国際的には、中国経済の減速等による世界経済の低成長が予測

されるなど、国内外の社会・経済ともに予断を許さない厳しい状況にあると推測される。 

２．また、世界的な脱炭素化の流れの中、ガス業界を始めエネルギー産業は、トランジショ

ン期における省エネ努力は勿論として、さらに本格的な脱炭素化が求められている。 

３．コミュニティーガス事業にあっては上記の他に、人口の減少に加え人口の都市部への集

中による供給地点数の減少、省エネルギー機器の普及や世帯人数の減少による消費原単位

の減少等、引き続き構造的に厳しい環境下にある。 

４．エネルギー間競争が増々厳しくなるなか、コミュニティーガス事業の脱炭素化に向けた

対応を図りつつ、基本である保安の確保とガスの安定供給のための施策により、会員事業

者の支援に努めるとともに、今後に向けたあり方を模索しつつ、普及促進策を検討する。 

 

Ⅱ  事 業 の 概 要 

 

 上記の基本認識のもと、2024年度においては、以下の諸事業を実施する。 

１．新型コロナウィルス感染症への対応 

 新型コロナウィルス感染症は5類に移行されたが引き続き感染には注意を払う。 

 ガスの安定供給が維持されるよう、各種周知・要請、人材育成並びに情報提供等を実施する。 

（１）国からの要請への対応 

協会の業務及び会員事業者に係る国からの要請があった場合には、速やかに会員事業 

者へ周知し、啓発する。 

（２）理事会、委員会等への対応 

十分な感染防止策を講じた上で、参集しての開催を基本とするが、状況に応じてリ

モート会議システム又は書面審議を利用して開催する。 

（３）協会主催の講習会への対応 
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協会が主催する各種講習会については、開催時期における感染の流行を鑑み、開催す 

る場合には、十分な感染防止策を講じた上で実施する。 

また、登録調査員再講習会及びＰE管配管作業資格者再講習会については支部の状況及 

び講習対象者の利便性も考慮し、2023度と同様に資格有効期間の延長又は自宅学習方式 

により対応する。 

（４）その他 

新型コロナウィルスによる感染状況を踏まえ、必要な対応が求められる場合には、そ

の対応内容を検討し、周知・要請する。 

 

２．ガス事業法遵守に向けたフォローアップ 

（１）ガス事業法における手続等の周知・徹底（特にガス小売供給約款変更時） 

 ガス事業法改正後７年が経過したが、法第14条（供給条件の説明及び書面の交付）及

び第15条（供給契約締結後の書面交付）につき、理解に不安がある事業者が散見される。

ロシアのウクライナ侵攻、円安等による諸物価の高騰等により、料金改定を行う場合に

は、第14条及び第15条の適切な実施が必要となるため、講習会等で再度注意喚起するほ

か、個別の相談にも応じていく。 

（２）経過措置料金規制団地への継続的な対応支援 

 ガス事業法改正後、自由化団地の比率増や担当者の交代等々によると思われるが、経

過措置団地での申請・届出と自由化団地における申請・届出が混乱している例が見受け

られる。特に供給地点が増加する際の手続きにつき、不備を指摘されている事業者も散

見されるので、注意を促していく。 

（３）Ｑ＆Ａ（業務編）及び申請書・届出書記載例（業務編）のフォロー 

申請書・届出書記載例を令和５年３月に発刊し、支部の求めに応じて、令和5年度の支

部講習会において解説を行い、理解していただいている。今後も疑問・質問等に対応し

ていく。懸案のＱ＆Ａ（業務編）も発刊の準備を行っており、発刊され次第、講習会の

テキストとして活用を図る。 

（４）コミュニティーガス事業における技術・保安の規制内容に関し、保安講習会等で周 

知を図る。また、技術・保安関係図書類の改訂を適宜実施し周知啓発する。 

 

３．ＣＮ時代に向けたコミュニティーガスの在り方に関係する情報の収集及び紹介 

グリーンＬＰガス、水素混焼、マイクログリッド等の脱炭素・低炭素化に関する調

査・研究及び省エネルギーに資する配送効率化等の取組み事例を収集し、会員事業者に

紹介する。また必要に応じて、法令等の改正について関係当局へ提言していく。 

（１）グリーンＬＰガス推進官民検討会にオブザーバー参加し検討会の報告事項を会員事業

者に提供する。 

（２）福島県南相馬市におけるコミュニティーガスへの水素混焼実験の進捗状況を把握し、 

適宜会員事業者に報告する。 

（３）スマートシティをはじめＺＥＨ・ＺＥＢ等に関する情報を収集するとともに、ＣＮ時
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代を見据え、分散型エネルギーの代表であるコミュニティーガスの在り方を検討す   

る。 

 

４．ガス事故防止対策 

ガス事故の撲滅に向けて、ガス安全高度化計画2030（以下、ガス安全高度化計画とい

う。）を踏まえ、2022年度発行の「コミュニティーガス事業の事故事例集」等各種資料

を活用し保安の確保に努めるよう会員事業者に引き続き啓発する。 

また、技術委員会においてガス事故事例研究を引き続き実施し、その内容を会員事業

者へ情報提供することにより、事故防止を図る。 

さらに、ガス事故防止全般に関し、関係団体とも連携し効果的な広報活動に努める。 

（１）製造段階・供給段階における事故防止 

① 特定製造所内でのヒューマンエラーに起因する供給支障事故の防止対策 

ガス安全高度化計画に示された「作業ミス低減のための教育・訓練」について、実

習も含め実効性のある保安教育を行うよう会員事業者に引き続き保安講習会等を通じ

て啓発する。 

特に、供給支障事故の原因の多くを占めているガス切れについては、自社のみなら

ず委託先の従業員も含めた特定製造所等の現場での訓練を徹底する等、実践的な教育

を実施するよう会員事業者に引き続き保安講習会等を通じて要請する。 

② 他工事に絡む事故防止対策 

ガス安全高度化計画に示された「需要家敷地内対策」・「道路対策」について、引

き続き、お客様及び他工事業者への周知・啓発により工事照会を得て、当該工事の際

は保安規程に定める「他工事協議巡回立会要領」に基づく事前協議や立会等の徹底を

保安講習会等を通じて要請する。 

また、例年国から発出される「建設工事等におけるガス管損傷事故防止について」

を会員事業者へ周知することにより、類似事故の防止について啓発する。 

③ 導管工事における事故防止対策 

火傷や酸欠等人身事故防止を含め、適切な工事管理、施工方法等を実施するよう、

引き続き各事業者による保安教育の徹底について、他工事に絡む事故防止対策と同様

に、保安講習会等を通じて要請する。 

（２）消費機器に係る事故防止 

① 保安業務規程に基づく確実な業務遂行 

    消費機器に係る事故防止を促すため、保安業務規程に基づき、消費機器に係る保安

業務の確実な遂行に関し、保安講習会等を通して要請する。 

②  お客様宅におけるＣＯ中毒事故の防止対策 

不完全燃焼防止装置が付いていない湯沸器、風呂釜、金網ストーブ等について、安

全型消費機器への取替えを引き続き要請するとともに、警報器類の設置促進を図る。 

  ③ BF式風呂釜の異常着火事故の防止対策 

BF式風呂釜の異常着火事故の再発防止に対しては、以前実施した保安向上キャンペ
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ーンにおけるツール等を踏まえ、お客様への正しい使用方法の周知や最新型機器への

取替えの要請を引き続き実施する。その際、会員事業者においては、特定商取引法等

を遵守して行うよう啓発する。 

④  飲食店、旅館・ホテル等の業務用厨房機器に係る事故防止対策 

会員事業者には、保安講習会等を通して、飲食店、旅館・ホテル等のオーナーに対

し、ガス機器の安全使用、安全型機器への取替え及び警報器類の設置を勧めるよう啓

発する。 

 

５．保安関係諸運動の展開 

（１）保安点検検査推進運動（運動期間：通年）  

保安向上キャンペーン運動期間を重点期間とし、ガス工作物の点検・検査体制の再点

検及び自社・協力会社の従業員の保安教育・訓練実施について、ポスター掲示等による

キャンペーンを行い、確実な保安点検検査の意識向上に努める。 

（２）「ガスと暮らしの安心」運動（運動期間：９月から１１月まで） 

ガス需要期を前に経済産業省の後援のもと、お客様に対してガス展等を通して、①ガ

ス機器の正しい使い方の周知、②安全型機器の普及等を図るべく、ポスター掲示、チラ

シ配布、説明会等によるキャンペーンを（一社）日本ガス協会と協調して行う。 

（３）ガス警報器等設置促進運動（運動期間：通年） 

ガス警報器工業会と連携し、引き続き警報器全般（ガス警報器、ＣＯ警報器及び火災

警報器）の設置に関し、ポスター掲示によるお客様への周知及び保安講習会等を通して、

会員事業者への啓発を行い、普及促進に努める。 

（４）保安向上キャンペーン（運動期間：６月から８月まで） 

2023年のガス事故発生状況を踏まえ、製造段階におけるガス事故防止を目的とし運動

を展開する。 

製造段階においては、ガス事業者のヒューマンエラーに起因するガス事故を撲滅すべ

く、適切なガス工作物の点検・検査の実施並びに関係者に対する保安教育・訓練の実施

を要請する。 

 

６．ガス工作物の維持管理及び経年管対策 

（１）ガス工作物の維持管理 

引き続き、保安規程に定めるガス工作物の巡視・点検・検査を適確に実施し、ガス工

作物が技術基準に適合するよう維持管理に努めること、また、その際にはサイバーセ

キュリティー対策についても確実に実施することを要請する。 

国や関係団体等においてスマートメーター等の技術を活用した「スマート保安」や既

設の導管に水素を供給する「水素インフラ」について検討されている。 

「スマート保安」については国で開かれる審議会で得られた情報を提供する。また、

「水素インフラ」については国の委託事業や関係機関・団体で実施する事業等の情報を

入手し情報を提供する。 
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（２）経年埋設管の計画的改修 

導管の改修については、保安規程に定めるとおり、優先順位付け等の計画に基づき実

施する。なお、需要家の所有又は占有する導管については需要家資産であることから、

各種業務機会を捉え、粘り強く折衝し、改修を実施する。 

 

７．保安教育資料の作成 

保安規程では、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を図るため、関

係者に対し教育及び訓練を実施するよう定めている。また、保安業務規程では、周知・

調査等当該規程に定める保安業務に従事する者に対し教育及び訓練を実施するよう定め

ている。現在、それらの教育内容は保安規程付属書等の規程類や各種技術図書に示して

ある。 

しかしながら、事業者において保安教育を実施する際、教育内容に対する資料の準備

に苦慮するケースがみられたため、明確にするため資料等の作成を進め、「コミュニ

ティーガス事業 保安教育の手引き」を改訂して発刊する。 

 

８．防災体制の整備・充実 

（１）自然災害への対策 

自然災害への備えとして、これまで示してきた地震対策マニュアルに、風水害等への

対策を加味した「災害対策マニュアル」を発刊した。本マニュアルについて平時の備え

から災害発生時の対応まで保安の向上に努めるよう引き続き要請する。 

（２）地震対策等実施状況の調査 

平成29年度に地震対策や風水害等への対策状況を会員事業者へ調査を実施したが、

2022年度に災害対策マニュアルを発刊したことを踏まえ、再度調査を実施し、その調査

結果をとりまとめフィードバックすることにより保安の向上につなげていきたい。 

（３）防災体制の整備と防災訓練の実施 

①  過去の震災等の教訓を踏まえ、自然災害に係るハザードマップに基づき、事業者、

地域防災会、支部及び本部が一体となった防災体制の再確認を行うとともに、確実な

連絡・通信手段の確保等、連絡体制の整備について、引き続き周知・要請する。 

②  会員事業者、地域防災会及び支部が一体となった防災訓練を実施する。実施にあ

たっては、形式的なものとすることなく、段階的に錬度を上げる等、不測の災害に適

切に対応できるよう啓発する。 

 

９．経営基盤の強化 

人口の減少、少子高齢化に加え、世界的なＳＤＧ’ｓの取組みや脱炭素の必要性は認

識が深まっており、これらはコミュニティーガス団地における調定数の減少、世帯人数

の減少、消費原単位の減少を加速させている。日本ガス体エネルギー普及促進協議会

（コラボ）等関係諸団体と連携して情報収集を行い、会員事業者に対しガス需要の確保、

機器販売への取組等に資する情報提供に努める。また「お客さまクイズキャンペーン」
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の実施を検討するほか、要望に応じ既存のリーフレット、チラシ等を作成配布し、コ

ミュニティーガス事業の周知を図る。 

 

（１）コミュニティーガスの認知度向上 

① 住宅建築関係団体との需要開発に資する情報交換を継続していく。 

② Ｑ＆Ａ（業務編）を使用して、ガス事業法に基づくコミュニティーガス事業に関す

る情報を液石専業事業者に提供していく。 

  ③ 需要家に対するコミュニティーガス認知度向上施策を継続する。 

 ⇒ 今年度は「お客様クイズキャンペーン」の実施を検討・企画する。 

（２）コミュニティーガスの需要促進 

① 建替・リフォーム時のガス需要確保と機器販売促進等のための情報提供を行う。 

② 会員事業者による顧客接点強化活動の推進を支援する。 

③ スマートシティ等新たな普及促進につながる情報を提供する。  

 

10．行政施策に対する協力及び関係団体との連携 

（１）行政当局の施策やそれに伴う要請等に対処・協力し、会員事業者に対する周知を図る。 

（２）(一社)全国ＬＰガス協会、日本ＬＰガス協会、(一社)日本ガス協会、(一財)日本ガス

機器検査協会等の関係団体の活動に委員を派遣する等、必要な連携協力を行う。 

（３）Ｇ＆Ｅみらい企業年金基金の普及促進を支援するため、協会報「コミュニティーガス

・ニュース」への定期的なPR記事の掲載、説明会の場の設定等の協力を行う。 

 

11．表彰等 

（１）ガス保安功労者表彰の受賞候補者を選考し、経済産業省に推薦する。 

（２）協会活動を通じて顕著な功労のあった者等を対象として表彰を行う。 

（３）永年に亘り協会事務局の業務に精励した者を対象として表彰を行う。  

  

12．協会運営と広報活動 

（１）“コミュニティーガス”の認知度の向上のため、ホームページの一層の充実を図る。

さらにリニューアルしたパンフレットにより、一層のコミュニティーガスのＰＲを行う。 

（２）協会報「コミュニティーガス・ニュース」を作成・配布して、タイムリーな情報の収

集・提供に努める。 

（３）業界専門紙等に対する的確な情報の提供を図り、広くコミュニティーガス事業の魅力 

やトピックスのアピールに努める。 

（４）事務局長会議を通じ、本支部間の連携を密にし、一体感のある協会運営を図る。 

 

以 上 



（本・支部合計） （単位・千円）

当年度予算 差異 備考
Ⅰ、一般正味財産増減の部
 １、経常増減の部

　（１）経常収益
基本財産運用益 5 2 -3
特定資産運用益 2 2 0
受取入会金 30 100 70
　正会員受取入会金 30 80 50 入会金

　準会員受取入会金 0 10 10 〃

　賛助会員受取入会金 0 10 10 〃

　支部特別受取入会金 0 0 0 〃

受取会費 271,584 270,741 -843
　正会員受取会費 227,552 226,699 -853 会費

　準会員受取会費 1,542 1,560 18 〃

　賛助会員受取会費 3,720 3,714 -6 〃

　支部特別受取会費 38,770 38,768 -2 〃

事業収益 138,382 135,995 -2,387
　講習会収益 83,163 86,696 3,533 講習会収入

　登録料収益 290 293 3 PE管資格登録料

　出版事業収益 54,929 49,006 -5,923 頒布品収入

その他収益 3,276 3,420 144
　受取利息 2 2 0 銀行利息

　広告料収益 3,164 3,218 54 名簿、協会報広告

　雑収益 110 200 90 委員謝金等

経常収益計 413,279 410,260 -3,019
　（２）経常費用

事業費 270,180 262,215 -7,965
　調査研究費 853 211 -642 業務技術調査費

　資格登録費 83 87 4 PE管資格登録費

　広報費 9,324 7,174 -2,150 保安ポスター、コラボ等

　広報誌発行費 1,547 1,524 -23 協会報

　講習会費 31,055 35,218 4,163 講習会会場費用等

　出版原価 28,574 24,897 -3,677 頒布品印刷

　防災関係費 1,914 1,427 -487 防災訓練費用

　第三者被害見舞金給付費 1,000 0 -1,000 第三者被害見舞金

　表彰費 4,719 4,590 -129 表彰費用

　記念事業費 0 0 0 周年記念事業費

　その他事業費 0 0 0 他団体の補助的業務

　会議費 2,505 1,324 -1,181 業務、技術委員会等

　役職員給与 96,220 95,176 -1,044 職員、出向、派遣社員給与

　退職給付費用 4,909 4,904 -5 退職金、退職引当金増額

　福利厚生費 15,513 14,471 -1,042 社会保険料等

　通信費 8,507 7,650 -857 郵送料等

　旅費交通費 5,013 5,209 196 出張旅費等

　渉外費 1,766 1,372 -394 委員会懇親会等

　図書費 1,156 1,051 -105 業界紙購読料

　消耗品費 1,215 1,046 -169 事務用品等

　印刷費 1,697 1,329 -368 コピー機関係

　減価償却費 8,729 8,445 -284 事務機減価償却

　備品費 121 19 -102 備品購入

　事務所賃借料 20,081 19,872 -209 事務所家賃

　事務機費 8,549 8,325 -224 事務機器ﾘｰｽ、保守料等

　事務所管理費 2,841 2,790 -51 事務所光熱費等

　租税公課 5,407 7,754 2,347 消費税等

　部会等助成費 3,000 3,000 0 地区ブロック会費

　加入団体会費 238 238 0 他団体会費　払出義援金 0
　雑費 758 248 -510 振込手数料等

　雑損失 2,886 2,864 -22 出版物除却損

科　　目 当年度決算見込

正味財産増減計算書（案）
２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで
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管理費 149,351 143,457 -5,894
　総会費 11,531 9,754 -1,777 定時総会

　会議費 12,908 9,767 -3,141 理事会・新春会等

　会員名簿発行費 2,040 2,074 34 会員名簿作成費用

　教育研修費 617 1,921 1,304 事務局長会議

　役職員給与 57,903 58,236 333 職員、出向、派遣社員給与

　退職給付費用 4,127 4,128 1 退職金、退職引当金増額

　福利厚生費 14,085 12,872 -1,213 社会保険料等

　通信費 2,376 2,120 -256 電話代、郵送料等

　旅費交通費 11,959 11,854 -105 定期代他

　渉外費 2,536 1,859 -677 歳暮、中元等

　図書費 391 339 -52 図書購入

　消耗品費 778 710 -68 事務用品等

　印刷費 1,347 932 -415 ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ、用紙代等

　減価償却費 5,030 5,079 49 事務機減価償却

　備品費 104 25 -79 備品購入

　事務所賃借料 11,344 11,597 253 事務所家賃

　事務機費 4,828 4,833 5 事務機器ﾘｰｽ、保守料等

　事務所管理費 3,499 3,459 -40 事務所光熱費等

　租税公課 493 464 -29 消費税等

　加入団体会費 153 133 -20 他団体会費

　雑費 1,302 1,301 -1 銀行振込手数料等

　雑損失 0 0 0
予備費 1,000 0 -1,000
経常費用計 420,531 405,672 -13,859
当期経常増減額 -7,252 4,588 10,840

２、経常外増減の部
　（１）経常外収益

基本財産評価益 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
固定資産受贈益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用
基本財産評価損 0 0 0
固定資産売却損 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0
災害損失 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 -7,252 4,588 10,840
一般正味財産期首残高 683,431 683,431 0
一般正味財産期末残高 676,179 688,019 10,840

受取第三者被害見舞金基金拠出金 3 8 -5
当期指定正味財産増減額 3 8 -5
指定正味財産期首残高 17,700 17,700 0
指定正味財産期末残高 17,703 17,708 -5

Ⅲ、正味財産期末残高 693,882 705,727 10,835

Ⅱ、指定正味財産増減の部



                                   収支予算書（案）

（本・支部合計） （単位・千円）

増減 備考
Ⅰ、一般正味財産増減の部

 １、経常増減の部

　（１）経常収益
基本財産運用益 5 2 3
特定資産運用益 3 2 1
受取入会金 0 100 -100
　正会員受取入会金 0 80 -80 入会金

　準会員受取入会金 0 10 -10 〃

　賛助会員受取入会金 0 10 -10 〃

　支部特別受取入会金 0 0 0 〃

受取会費 267,775 270,741 -2,966
　正会員受取会費 225,964 226,699 -735 会費

　準会員受取会費 1,548 1,560 -12 〃

　賛助会員受取会費 3,720 3,714 6 〃

　支部特別受取会費 36,543 38,768 -2,225 〃

事業収益 140,246 135,995 4,251
　講習会収益 88,828 86,696 2,132 講習会収入

　登録料収益 263 293 -30 PE管資格登録料

　出版事業収益 51,155 49,006 2,149 頒布品収入

その他収益 3,276 3,420 -144
　受取利息 2 2 0 銀行利息

　広告料収益 3,164 3,218 -54 名簿、協会報広告

　雑収益 110 200 -90 委員謝金等

経常収益計 411,305 410,260 1,045
　（２）経常費用

事業費 270,654 262,215 8,439
　調査研究費 836 211 625 業務技術調査費

　資格登録費 81 87 -6 PE管資格登録費

　広報費 9,590 7,174 2,416 保安ポスター,コラボ,普及促進費等

　広報誌発行費 1,547 1,524 23 協会報

　講習会費 34,047 35,218 -1,171 講習会会場費用等

　出版原価 26,810 24,897 1,913 頒布品印刷

　防災関係費 2,746 1,427 1,319 防災訓練費用

　第三者被害見舞金給付費 1,000 0 1,000 第三者被害見舞金

　表彰費 4,824 4,590 234 表彰費用

　記念事業費 0 0 0 周年記念事業費

　その他事業費 0 0 0 他団体の補助的業務

　会議費 2,225 1,324 901 業務、技術委員会等

　役職員給与 93,813 95,176 -1,363 職員、出向給与

　退職給付費用 4,877 4,904 -27 退職金、退職引当金増額

　福利厚生費 14,298 14,471 -173 社会保険料等

　通信費 8,210 7,650 560 郵送料等

　旅費交通費 5,713 5,209 504 出張旅費等

　渉外費 1,630 1,372 258 委員会懇親会等

　図書費 1,084 1,051 33 業界紙購読料

　消耗品費 1,123 1,046 77 事務用品等

　印刷費 1,656 1,329 327 コピー機関係

　減価償却費 8,813 8,445 368 事務機減価償却

　備品費 121 19 102 備品購入

　事務所賃借料 19,548 19,872 -324 事務所家賃

２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日まで

科　　目 2024年度予算 前年度決算見込
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増減 備考科　　目 2024年度予算 前年度決算見込
　事務機費 8,448 8,325 123 事務機器ﾘｰｽ、保守料等

　事務所管理費 2,949 2,790 159 事務所光熱費等

　租税公課 7,937 7,754 183 消費税等

　部会等助成費 3,000 3,000 0 地区ブロック会費

　加入団体会費 238 238 0 他団体会費

　雑費 203 248 -45 振込手数料等

　雑損失 3,287 2,864 423 出版物除却損

管理費 154,219 143,457 10,762
　総会費 12,562 9,754 2,808 定時総会

　会議費 11,527 9,767 1,760 理事会・新春懇親会等

　会員名簿発行費 2,170 2,074 96 会員名簿作成費用

　教育研修費 1,796 1,921 -125 事務局長会議

　役職員給与 61,090 58,236 2,854 職員、出向、派遣社員給与

　退職給付費用 4,129 4,128 1 退職金、退職引当金増額

　福利厚生費 13,146 12,872 274 社会保険料等

　通信費 2,356 2,120 236 電話代、郵送料等

　旅費交通費 12,444 11,854 590 地方理事会、支部総会旅費等

　渉外費 2,443 1,859 584 歳暮、中元等

　図書費 381 339 42 図書購入

　消耗品費 826 710 116 事務用品等

　印刷費 1,291 932 359 ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ、用紙代等

　減価償却費 5,426 5,079 347 事務機減価償却

　備品費 104 25 79 備品購入

　事務所賃借料 11,933 11,597 336 事務所家賃

　事務機費 5,043 4,833 210 事務機器ﾘｰｽ、保守料等

　事務所管理費 3,603 3,459 144 事務所光熱費等

　租税公課 493 464 29 消費税等

　加入団体会費 133 133 0 他団体会費

　雑費 1,323 1,301 22 銀行振込手数料等

　雑損失 0 0 0
予備費 1,000 0 1,000
経常費用計 425,873 405,672 20,201
当期経常増減額 -14,568 4,588 -19,156

２、経常外増減の部

　（１）経常外収益

基本財産評価益 0 0 0
固定資産売却益 0 0 0
固定資産受贈益 0 0 0
経常外収益計 0 0 0

　（２）経常外費用

基本財産評価損 0 0 0
固定資産売却損 0 0 0
固定資産除却損 0 0 0
災害損失 0 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 -14,568 4,588 -19,156
一般正味財産期首残高 688,019 683,431 4,588
一般正味財産期末残高 673,451 688,019 -14,568

Ⅱ、指定正味財産増減の部

0 8 -8
当期指定正味財産増減額 0 8 -8
指定正味財産期首残高 17,708 17,700 8
指定正味財産期末残高 17,708 17,708 0

Ⅲ、正味財産期末残高 691,159 705,727 -14,568

　受取第三者被害見舞金基金拠出金
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第３８４回 理事会次第 
 

一般社団法人日本コミュニティーガス協会 

 

日  時    ２０２４年３月１５日（金） １４時００分～１５時３０分 

場  所    東京都千代田区霞が関  「霞山会館」  霞山の間 

会議成立報告   

挨  拶     

議事録署名人   
 

議  題 

Ⅰ．会務関係  

 ＜審議事項＞  

 １．入会の承認について（2023年12月～2024年1月）        資 料 NO. 1  

 ２．2024年度事業計画書(案)について                〃  NO. 2 

 ３．2024年度収支予算書(案))について                〃  NO. 3 

 ４．その他 

 ＜報告事項＞ 

 １．グリーンＬＰガス推進官民検討会（第6回）について        〃 NO. 4 

２．第33回から第34回ガス事業制度検討ワーキンググループの審議概要について   

                                                                                                                                                                   〃  NO. 5 

３．第29回から第30回ガス安全小委員会の審議概要について       〃  NO. 6 

４．2023年「コミュニティーガス事業のガス事故発生状況」について  〃  NO. 7 

５．その他      

                                           

Ⅱ．事務局報告  

１. 委員会関係 

（１）業務委員会関係（2023年度5回～第6回委員会の審議概要）      〃 NO. 8 

（２）技術委員会関係（2023度第5回～第6回委員会の審議概要）      〃 NO. 9 

２．その他 

Ⅳ．次回理事会の開催予定について 

   

２０２４年５月１７日（金）〔WEB〕 １４時００分～（予定）    

以 上 

2023年度第240回常任理事会・
第4回総務委員会合同会議
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